
 

 

 

別紙１ 

 

中新田保育所の引継ぎ・合同保育に伴う負担金算出要領 

 

 

（目的） 

第１条 この要領は、加美町が中新田保育所の管理運営を引継ぐ運営法人が行う保育等に関

する引継ぎ・合同保育に要する経費（以下「負担金」という。）の算出に関して必要な事項

を定めるものとする。 

 

（定義）  

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

（１）園長 移管後の保育園で園長として勤務する予定の者をいう。 

（２）主任保育士 移管後の保育園で主任保育士として勤務する予定の者をいう。 

（３）保育士 移管後の保育園で保育士として勤務する予定の者をいう。この場合において、

その人数は当該園の定員規模に必要とされる常勤職員数とする。 

（４）看護師 移管後の保育園で看護師として勤務する予定の者をいう。 

（５）栄養士 移管後の保育園で栄養士として勤務する予定の者をいう。 

（６）調理員 移管後の保育園で調理員として勤務する予定の者をいう。 

（７）事務職員 移管後の保育園で事務職員として勤務する予定の者をいう。 

（８）引継ぎ・合同保育 町の責任の下、中新田保育所の職員及び当該各号に掲げる者が合

同で保育等を実施し、保育の内容等に関する事項を町から運営法人へ引き継ぐことをい

う。  

 

（対象者） 

第３条 この要領による負担金の対象者は、中新田保育所の移管先としての決定を受けた運

営法人とする。 

  

（対象経費） 

第４条 負担金の対象となる経費は、引継ぎ・合同保育の職員派遣に要する経費とする。 

 

（負担金の額） 

第５条 負担金の額は別表１に定めるとおりとし、予算の範囲内において負担金を交付する

ものとする。 

 

（その他） 

第６条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

 

 

附 則  

 

この要領は、令和４年７月１日から施行する。 


